
 （別添） 

       

令和８年度鳥取県立博物館企画展開催に係る駐車場警備業務仕様書 

 

 

１ 業務名 

  令和８年度鳥取県立博物館企画展開催に係る駐車場警備業務（以下「業務」という。） 

 

２ 業務期間 

    令和８年４月４日から令和９年３月１４日まで 

 

３ 業務場所 

  鳥取県鳥取市東町二丁目１２４番地 鳥取県立博物館周辺 

  混雑の状況及び鳥取地方法務局（以下「法務局」という。）駐車場の利用許可状況によ

っては、配置位置を変更する場合がある。 

 

４ 業務内容 

（１）発注者が指示する場所に駐車場警備員を配置し、車両等の混雑を防ぐ。 

（２）運転者及び来館者等に対して、付近の空いている駐車場を案内する。 

（３）業務実施に当たっては、トランシーバー等を利用して、駐車場の空き状況を一元管理

し、来館者の誘導を行うこと。 

 

５ 勤務日程等 

（１）勤務日程及び配置人数 

   別紙１「県立博物館企画展警備員配置計画」のとおり。 

（２）業務時間 

   午前８時３０分から午後５時００分まで 

（３）その他 

   業務時間中は、警備員の休憩時間等も考慮し、常時配置計画通りの人員を配置するこ

と。 

 

６ 業務実施に当たっての留意すべき事項 

（１）別紙２「駐車場警備員の心得」を遵守し、来館者等に親切に対応し、不快を与えるよ

うな態度又は行為をしないこと。 

（２）警備員は、制服を着用して業務すること。 

（３）周囲の交通を妨げることのないようにすること。 

（４）交通安全に留意すること。 

（５）法務局に配置の警備員については、別紙３「鳥取地方法務局駐車場警備の留意事項」

を遵守すること。 



（６）業務実施に当たって駐車場が必要となる場合は、受注者自ら確保すること。 

 

７ 完了報告・検査 

（１）受注者は、各月の業務完了後５日以内に業務完了報告書（別紙様式）を提出し、発注

者の検査を受けなければならない。  

（２）発注者は、（１）の検査の結果、業務が適切に履行されたことを確認したときは、そ

の結果を受注者に通知するものとする。 

 

８ 委託料の支払 

（１）委託料は、各月ごとの精算払とする。 

（２）受注者は、７（２）の通知を受理した後、当該月の委託料の請求書を発注者に提出す

る。この場合において、請求金額は委託料の月額とし、別途支払計画表で定める。 

（３）発注者は、（２）の正当な請求書を受理した日から起算して３０日以内に請求に係る

委託料を支払う。 

 

９ その他 

（１）毎日の業務開始前に、発注者の指示を受け、当日の業務体制の確認を行うこと。 

（当日の駐車場警備員の中で責任者を１人決めて、発注者との連絡調整役とすること。） 

（２）警備業務実施に当たり、来館者等に損害を与えた場合の責任は、受注者が負うものと

する。 

（３）鳥取県立博物館駐車場が満車の場合は、発注者が準備する周辺の駐車場地図を来館者

に配付し、別の駐車場を案内すること。 

（４）その他、この仕様に定めのない事項が生じた場合、発注者と受注者とで協議のうえ決 

定するものとする。 

 


